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習過程の伝統に根 ざしている.

第1章 創遙都市と伝統

21世 紀の先進国における都市づ くりで注 目

されているのは,創 造性 を核心 とす る創造都

市論である.こ の都市論 は,経 済のグローバ

ル化,情 報化,産 業構造の転換の中で,近 代

の重化学工業化を基調 とした都市づ くりの衰

退 に対 し,持 続可能な都市発展へ画期 的な視

点 を提起 した.こ れか らの都市や地域の持続

的発展 は,人 的な資源 こそが地域資源の中心

とな り,人 間の創造的 なアイデアの持続的成

長が不可欠であるとい う.創 造的なアイデア

の持続的成長には,地 域の文化的蓄積 を集積

する組織 と,世 界的な情報や知識を吸収 し伝

達す る組織な ど,文 化イ ンフラス トラクチ ャ
ー と呼ばれ る 「制度的厚み」 が必要 となる.

つま り大量生産 ・大量消費社会では,機 械 の

性能が商品の質を決めるが,21世 紀の知識情

報社会では人々の創造的能力 こそが経済や社

会の原動力 となる.そ してこれから必要 とさ

れるインフラは,20世 紀のような空港や道路,

港湾のような物的なインフラではな くて,都

市の芸術環境,文 化,芸 術のス トックである

とされる1).こ のような創造都市 は,そ の都

市の歴 史や伝統に深 く根 ざした ものである.

た とえば創造都市のモデルとされるイタリア

のボローニ ィア市は,中 世の自治都市や専門

的職人業のギル ド組織,美 術や工芸,ゴ シッ

ク建築などのまちづ くり,そ して第二次大戦

時 におけるレジスタンス運動や戦後の住区評

議会など住民の生活圏における自治な ど,都

市づ くりの実験 と試行錯誤 における一連の学

一方 ,後 発国お よび発展途上国における地

域づ くりで注 目されたのが内発的発展論であ

った.内 発的発展論 を提起 した鶴見和子は,

国民 国家 を単位 とす る近代化 の発展 を批判

し,地 域 と住民を単位 とした小伝統の中に,

現在人類が直面 している困難な問題 を解 くか

ぎを発見する.そ してこの理論は,古 くか ら

伝 わる伝統の型を,新 しい状況から生 じる必

要によって,旧 い ものを新 しい環境に照 らし

合 わせてつ くりかえ,そ うすることによって,

多様な発展 の経路 をきり拓 く,伝 統の再創造

の過程 として地域づ くりを把握 した2>.以 上,

先進国の創造都市論 も後発国の内発的発展論

も,そ の創造過程の基軸に伝統を据 えている

という共通点があるこ とに注 目したい.

現在,わ が 国の都 市づ くりも,い わゆる

「創造性」 をキー ワー ドとした ビジ ョンを掲

げている.た とえば東京都 は,「 東京の新 し

い都市づ くりビジョン」(2001年10月)を 策

定 し,「 世界 をリー ドす る魅力 とにぎわいの

ある国際都市東京の創造」を今後の都市づ く

りの 目標 としている.東 京,の み ならず横浜

市,名 古屋市,大 阪市,神 戸市などの大都市

の基本構想 も,表 現やニュアンスの違いはあ

るものの都市の 「創造」をビジョンに掲げて

いる.た が ボローニイアなどの 「創造都市」

が,地 域 に根 ざす伝統や文化,技 術,人 材な

どを活か し知識や技術,文 化を創造する都市

づ くりをめ ざすな ど,い ままでの近代化 を見

直す動 きがあるのに対 し,わ が国の 「創造都

市」 は,近 代以降の大量生産 ・消費型経済と

中央集権的官僚 システムに基づ き都市 を 「物
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的空 間」 として成長 させ る都市づ くりの 「伝

統」の延長線上 にあ るのではないか.こ の疑

問にアプローチすべ く,本 稿 は,阪 神 ・淡路

大震災の 「創造的復興 」 による新た な都市づ

くりを検証する.な ぜ なら 「創造的復興」は,

近代以降のわが 国の都 市づ くりの 「伝統」で

ある都市計画高権思想 と,都 市を物的空間と

して計画する思想,そ して 「復 旧よ りも復興

を」 の近代化 ・成長型都市思想に もとついて

いるからである.そ れ ゆえ,今,各 都市で掲

げ られている 「創造都 市」は,あ る意味で阪

神 ・淡路大震災後 において 「創造都市」をめ

ざした 「創造的復興」の過程 を検証す るこ と

で,そ の本質の一端が解明で きるので はない

か.そ の際,大 震災の 「創造的復興」は,近

代以降の 日本の都市づ くりの 「伝統」 に深 く

根 ざしてい るため,以 下で はこの問題 を検証

する。

第2章 日本の近代化 と地域

第1節 近代天皇制国家と農村

日本の近代化 は,国 際的圧力 による植民地

化の危機 の もとで,自 由 と民主主義 を求めた

自由民権運動 を阻止 し,そ の魂 を抜 き取 り,

古代以来 の天皇制 とい う枠内 での 「自由」や

「権利」 を 「上か ら」与 える とともに,他 方

で西欧の近代国民国家 と資本主義経 済に急速

にキ ャッチ アップすべ く,「 富国強兵」「殖産

興業」を国是 として推進 された.そ してこれ

らを可能に した主要な制度が,天 皇制 イデオ

ロギーの徹底 としての国家神道,教 育勅語,

徴兵制度,そ して明治憲法,町 村合 併,明 治

地方 自治制度,神 社合祀令 な どであった.伊

藤博文は,明 治憲法 を作 るためにヨーロッパ

に視察 にい くが,「 伊藤博 文の憲 法調査 に強

い印象 を与 えた 『硯 学ノ士 』であ るベルリン

のグナイス トとその愛 弟子 モ ッセ,ウ イー ン

にお けるシュタインらは,法 とはそれ 自体 と

して抽象的に存在す るものではな く,歴 史の

なか に埋 め込まれた ものであ り,歴 史的沿革

を無視 して国家の運営 を行 うこ とは不可能で

あ り,『 国家精神 ノ帰趨 スル』国教が必要で

あ り,日 本 では仏教か神道 を国教 ない しそれ

に類 す る存 在 と して置 くべ きと強 調 した」
3)

.

そ こで 日本 にも国家的な宗教が必要 とい う

ことで,天 皇 と神道を明治憲法の基礎 にす え,

中央集権 的天皇制国家 がつ くられる.さ らに

天皇制国家の神社合祀令(1906年)に よって,

日本中の神社が再編成 され,国 家神道 を成立

させ る条件 を草 の根 か ら形成 させ た.つ ま り

明治維新 は,政 権 を朝 廷に奉還 したため,天

皇統治の正 当性 を国民 に示す ことが必要 とな

り,そ の根拠 と して神道教義 が求 め られ た.

神道教義 は,皇 室の祖 先神 である天照大神 を

最高の神 とし,そ の神勅 を受 けた とされる皇

祖以来,万 世一系,日 本の統治権を天皇家が

継承 して きた,と いうものであった.天 皇 は

統 治権者 とい う政 治的存 在で あるだ けで な

く,皇 祖 神 を祭 る最高聖職者 であ り,み ずか

らも神の後喬 として現 人神 となった。天皇制

国体 による神道教義 は,現 入神天皇を頂 点 と

するヒエ ラルキー秩序 に,民 衆の心に根付 い

てい る素朴 な祖霊信仰 を組 み込 むことで民衆

の心 を支配 し,天 皇 に対する絶対的な忠誠 を

誓わせ,民 衆の士気 を高揚 させ戦争遂行 のた

めに動員 したのである.戦 前 の天皇制中央集

権的 国家に よる言論,思 想,表 現な どの 自由

の徹底的弾圧,男 女差別,朝 鮮,中 国な どア

ジア人の差別,そ して徹底 した思想統制 と村

落共 同体に対す る圧力 によって村落民 どうし

が相互監視の状態 に置かれ,日 本独特 の村 落

社会 が形成 されるのである。そ こで は,「 部

落の成員相互の関係 は,全 人格的関係 であっ

て,契 約的で一面 的な関係 ではない.成 員の

部落所属感 は強い。部落全体 の価値 は,常 に

成員個人の価値 に優先す る(成 員個人に とっ

て部落 に優越 す る価値 はない).そ の構造 は,

成員 の上下 関係 を含む が,同 時 に水平 関係

(平等主義)を も加 えてい る.こ の よ うな部

落共 同体の 『意識』 を,そ の他の小集団(た

とえば会社)に うけつ ぎなが ら,上 下関係 の

秩序 を強調 したのが,明 治天皇制社会であ っ

た」4).

このような村 落社会 を築 く上で決定的な役

割 を果た したのが時の内務大臣であ った山県

有朋 による明治地方 自治制度である.山 県 は,
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単なる集権体制 でな く永い歴 史 と伝 統を有す

る既存の 自然町村 に存す る社会連帯の意識 と

慣習を地方制度の底辺 に礎定 し,民 心の不満

を吸収す るとともに,官 治機関 としての府県

を,そ の上部に配置す ることに よって新 しい

明治集権体制の国民 に対す る内面化 を図った

のである.自 治町村 は,そ の意味で,官 治府

県 と対立す るものではな く,む しろ相互補完

の関係 にあ った.す なわち明治地方 自治制度

は,市 町村 自治を旧慣尊重 とい う枠のなか に

押 しとどめ ることによって,自 由民権運動な

ど国民の人権,民 主主義 を求める運動を抑圧

す る 「巧妙 な集権体制」 をつ くりあげた.こ

こでいう地方 自治 とは,住 民の 自治権に もと

つ くもので な く,町 村 を家 に擬 人化 し,そ の

隣保 共同の精神 を体現す る もの と想定 されて

いた.山 県 は,地 方 自治の底辺に固有の慣習

である家族的秩序 を礎定 し,民 心の不満 を吸

収す る とともに,官 治機 関 としての府県 を,

その上部 に配置す るこ とによって,新 しい明

治集権体制の国民 に対す る内面化が可能であ

ることを洞 察 していた5).以 上,天 皇制国家

が,国 家神道や明治地方 自治制度などに よっ

て,戦 前の 日本社会 の特徴であった農村社会

と人々を如何 に掌握 し支配 して きたか,逆 に

言 えば地域 に根 づいていた伝統的 自治がいか

に奪われてきたか を検証 して きたが,以 下で

都市について考察 しよう.

第2節 近代化と都市

近代以降の 日本 の都市 は次の ような特徴 を

有 している.第1に,日 本の主要都市は,欧

米先進諸 国に急速 にキ ャ ッチア ップすべ く,

文明開化,富 国強兵,殖 産興業の国策の もと

で国家権力 と密接 な関係 をもって形成 されて

きたことで ある.明 治政府 は,帝 都 である東

京や外国人居留地のある横浜,神 戸,長 崎 な

どの都市 を,内 に対 しては国家権力の象徴 と

しての意味 をもち,外 に対 しては近代国家の

体裁 と威信 を高揚 させ るための装置 と位置づ

けた。 さらに政府 は,江 戸や大阪などの封建

城 下町 を資本 主義 的 な都 市 に変革す るため

に,港 湾(築 港)と 道路(市 区改正)の 整備

を重視 した.た とえば当時の東京府知事の芳

川顕正は,東 京 を単 なる首府 たる政治都市の

みならず経済都市 にす るために,内 務卿 山県

有 朋宛 に 「品 海築 港 之儀 二付 上 申」 を し,

「商 品即 チ貨物 ノ由テ以テ輸 出入スル所 ノ港

湾及道路」 の整備,す なわち 「大船 ノ自由二

出入」で きる港 を築 き,貿 易 ・通商 を盛 んに

すれば,港 を中心 に道路が整備 され経済都市

が形成 される と考 えた.さ らに芳 川顕正 は,

都市づ くりにおいては 「道路橋梁及河川ハ本

ナ リ,水 道家屋下水ハ末ナ リ」が本 旨であ る

との 「市 区改 正之儀 二付 上 申」 を し,こ の

「上 申」を受 けて1888年(明 治21年)に 市区

改正 条例 が公布 された.こ の市区改正 で は,

西欧 の近代 的 な土木 ・建築技術 に よる道路,

橋梁,河 川 の事業が 中心 とな り,国 家 の管轄

す る事業であ りなが ら,そ の負担 を東京府が

担 うと官治的色彩 の強い ものであった.ま た

東京 の都市 づ くりは,「 オスマ ンのパ リ大改

造 をモデルに した と言われ るように,近 代国

家の体制に必要 な帝都構築 をめざ した」6)も

のであ り,住 民参加の もとで住民の住宅や公

園,上 下水道 な どの生活基盤の充実 によって,

ひ とり一人の 「生活 の質」 を向上 させるこ と

を 目的 とした ものではなかった.

さらに都市化 と産業革命に よる工業化 とは

密接 な関係 を有 しているが,辻 清明によれば,

日本の工業 の発展 は都市形成に必要な大量の

人 ロ流入 の導 因 とはなったが,マ ックス ・ウ

エーバーの指摘す る ような欧米における近代

市民社会の形成 に見 られ るような,都 市 を も

って,絶 対権力 に対抗 して 自己の利益 を保障

す るための 自立共 同の拠点 と考 える企業家 は

乏 しか った とい う.む しろ政府や県庁 との 間

に,い かに して抜 け駆け的パ イプを敷設す る

かに腐心 す る寄生 的産業 が大量 に排 出 した

(同時 に大量 の官僚 の企業への天下 りとい う

現象 は,そ の対価 といって よい).し たが っ

て,こ こでは,都 市 を市民連帯の場 と見 なす

企業倫理や公共意識 は成長せず,逆 に都市 は

その域外 の権力 と結 びついた企業利益 の草刈

り場 とい う観 を呈す るに至 った.… この

ように都市 にお ける食い逃 げ的な産業の発展

は,村 落社会文化 の影響 を引 きず る都市住民

と相 まって,自 立 的存在 としての都市 の成熟
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を妨げ,公 共社会 の成長 を阻止する大 きい理

由 となった7♪。都 市計画 は,以 上の ような無

定形 な都市 を整備 しよう とした政策であった

が,日 本の都市計画法(1919年)は 東京市 区

改正条例(1888年)の 行政 システムをそのま

ま受継いでいたため,都 市 自治体がその地域

の施 設や環境 を自主的 に整備 す ることは許 さ

れず,「 交通 ・衛生 ・保 安 ・経 済等 に関す る

計画」(第1条)の 作成 ・決定 ・事業執行 は,

内務大臣が決定す る国家の事 務 とされ るな ど

宮治的色彩が濃厚 であった8).ま たその経費

は,原 則 としてそれぞれの市が負担す るこ と

になってお り,け っ きょく,都 市はその負担

に耐え きれず,各 省それぞれか ら出る補助金

に依存する結果 とな り総合的計画が実現で き

なかったのである。さらに最 も重要なことは,

日本の近代 的都市計画 は,公 す なわち官によ

って決定 されるべ きであ り,市 民に 「知 らし

むべ か らず,依 らしむべ し」 とい う都市計画

高権 とい う思想 を本 質 と してい るこ とであ

る。都市 計画 に よる道路 は,都 市 に とって

「有益」 なもの であるか ら,権 力行使 の権能

を有す る国や 自治体が,住 民の意思のいか ん

にかかわ らず一方 的な意思決定 を行 うという

もの である.こ の思 想 は,戦 後 になって も

「公権 力の行 使 にあた る行為 とは,平 等 な権

利主体 問の水平的 な関係 とは区別 され る,権

利,服 従の垂直的 関係 において,権 力行使の

権能を有す る者が優越的 な意思の主体 として

相手方の意思の いかんにかかわ らず一方的 に

意思決定を し,そ の結果 につ き相手方の受忍

を強制 しうる とい う効果 をもつ行為」9>と し

て公認 されている.

第2に,西 欧の土木技術 や都市計画は,わ

が国の都市 づ くりに重要 な影響 を与 えたが,

この技術 の考 え方の基礎 に なってい るのが,

近代科学の方法論であ る精神 と物質(身 体),

主体 と客体 の二元論であ り,数 学 をモデル と

した機械論 的自然観であ った.こ のような機

械論の方法論 に基づ きテ イラーによって生み

出された科学的管理法は,生 産性 と効率性 を

重視 し,人 間をモ ノや機械 とみ る傾 向を強め,

1920年 代 にお ける米国のフオー ド ・システム

に取 り入れ られ,大 量生産 ・大量消費の社会

システムが形成 されてい く'o).さ らにこの思

想は,20世 紀の近代的都 市計画に も決定的 な

影響 を与 える.近 代 的都市計画の代表格であ

るル ・コルビュジェは,物 理的 自然科学の基

礎の上で機械体系 的効率性 を目標 として,専

門的な知識 と技術 を有す るテクノクラー トや

官僚 による合理主義的 な都 市づ くりを提示 し

た.そ れ は,機 械文明の もたらした機能主義,

技術主義 を都 市計画 に応用 しようとした もの

であ る.す なわち コルビュジェは,1920年 代

に米国で確 立 され たフォー ドシステム,大 量

生産 システム を都市計画 に適用 しようと した

のであ る"}。 そ して都市行政 における意思 決

定が,効 率 性 を重 視す る傾 向 を強 め る と,

「技術 的合 理性」 を基準 とす る 「科 学的管 理」

が 「公 共的」 だ とい うことにな り,「 人 間が

暮 らす都 市」 を 「物」の空間 としてみな して

都市 を計画 してい く。特にそのモデル となっ

た米国のニ ュー ヨーク市の再 開発は,都 市 の

密集地区 をス ラムクリア ランス し,緑 の広 い

空き地 と高層建築 をつ くり,そ の問 を高速道

路が縦貫す る新 しい都 市形態 を生んだ。 この

米国モデルは,近 代 日本の都市づ くりに決定

的な影響 を与 えるのである。

第3に,わ が国の都 市づ くりは,度 重 なる

大火や地震,戦 争 などの災害 と復興 の歴 史で

もあった ということで ある。為政者 にとって,

都市 を焼 け野 原の ように して しまう大 災害

は,都 市 の大規模 な改造 を行 ううえで 「千載
一遇」 の機会 と映 ったか らであろ う、明治初

期の銀座大火(1872年),関 東大震災(1923

年),戦 争災害(1945年),阪 神 ・淡路大震災

(1995年)な どの大災害後 において,政 府 と

地方 自治体 は,都 市 を元の状態 に戻す復 旧で

はな く新 たな都市 に改造する復興 を実施 して

きた.そ の際,都 市復興 は,そ の時代 の為政

者の都市 思想 を体現 し,最 先端の都市 ビジ ョ

ンと計画 を実行す ることであ った.た とえば

1872年 の大 火で焼 失 した銀座 れんが街 の復興

は,帝 都 の威信 をかけて都市 を改造 しようと

した最初 の試みであった.ま た帝都 を襲 った

関東大震 災においては,後 藤新平が,関 東大

震災後 の 「帝都復 興の議」 におい て,「 帝 国

の首都,国 家政治の中心,国 民文化 の淵源 で
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ある東京の復興 は,い たず らに一都 市の形体

回復 の問題 に非 らず して,実 に帝国の発 展,

国民生活改善の根基 を形成する理想的帝都建

設 の為の絶好 の機会」12,と述べ,東 京復興 に

おいて 「欧米 の最新 の都市 計画 を適用す る」

ことを基本 方針 の重要な柱 とし,世 界に例 を

見 ない3600haに 及 ぶ規模 の 区画整理の計画

を掲 げた.こ こで注 目すべ きは,都 市づ くり

の思想 と技術,ノ ウハ ウとの関係である.た

しかに技術 やノウハ ウとい うものは,書 物や

文献 だけでな く,む しろ人 を介 した実際の仕

事 を通 じて発展 してい く.仕 事現場 でのさま

ざまな試行錯誤 と苦楽 を共 にす る体験の中で

人間関係がつ くられ弟子が養 成 され技術者集

団が形成 される.と 同時に技術 やノウハ ウは,

その時代の為 政者 の都市 ビジ ョンと一体 とな

って実践 されていった.こ の ことをわが国に

おける 「近代都市計画の父」13)と言 われた後

藤新平の思想 や都市計画 を検 証することで明

らかにしよう.

第3節 後藤新平の都市思想

後藤新平 は,植 民地台湾や満州の都市計画,

そ して帝都 の都市計画や関東大震災の復興計

画 を手が けた.満 鉄(南 満 州鉄道株式会社)

初代総裁 となった後藤新平 は,植 民地満州の

都市計画 において重要 な役 割 を果たした人物

である.後 藤は,台 湾総督府民生局長 として

台北 な どの都市整備 を行い,そ の経験 を満州

付属地での都市計画事業 に活か してい る.後

藤が植民地で実践 した経営思想 は,文 装 的武

備論であった.彼 によれば,行 政の秘訣 は人

間の弱点 に乗ずる ことであ り,王 道の旗を以

て覇術 を行 うことである.鉄 道や石炭採取 な

どに よって経済発展 を図 るとともに,都 市計

画 に基づいて教育,衛 生,道 路 などを整備 し

て近代的都 市 をつ くる.そ してその巨大 な都

市 とい う装置で威信 を示す ことによ り,植 民

地住民 を支配 しようとしたのである'4).

満州の都市計画の特徴は,公 共部門が計画

区域を全面買収 し,道 路,上 下水道などの社

会資本を整備 し,そ うすることで地価上昇 し

た土地を売却ないし貸付け し,そ の収益を都

市計画事業に充当し採算を重視 したことであ

る.問 題 は,強 権 的な都市計画事業 によって,

格安の価格 で買収 され,現 地の農民たちは土

地 を失い生業的に方向転換或いは移住の要あ

りと指摘 され るな ど問題 は多かった]5).つ ま

り,植 民地の都市 計画においては住民の人権

尊重の法制度や感覚 は欠如 してお り,ま して

や住民参加 の まちづ くりは望むべ くもなか っ

たことは言 うまで もない.以 上のように国内

で困難であ った都市計画が満州国で実現 で き

たの は,植 民地支配 を背景 にしていたか らに

他 ならない.日 本 軍国主義の植民地経営,占

領地支配政策の一環 として都市計画が行 われ

たのである.

さらに後藤新平は,植 民地の都市計画の手

法を日本に導入しようとして,内 務大臣の時

代に旧都市計画法(1919年 公布),東 京市長

時代 に東京市政要綱の立案を行い,そ して

1923年9月 の関東大震災後の帝都復興総裁 と

して復興計画を作成する.後 藤は,震 災によ

る帝都復興 を目的 とした旧「特別都市計画法」

(1923年)を 制定する.後 藤は,震i災 復興事

業において,満 州の都市計画のように既成市

街地 の全面買収を計画したが,財 源の制約の

ため郊外地の宅地開発技術であった土地区画

整理を既成市街地に導入 し,今 日に至る土地

区画整理の手法を確立していく.こ の土地区

画整理は,東 京の大地主などが区画整理によ

って地価上昇の莫大な利益を生 じるとの思惑

から導入された側面も無視できない.そ の結

果,東 京の焼失地約1000万 坪のうち約70

0万 坪の既成市街地 に区画整理が実行され,

約70万 坪が特別都市計画法第八条の規定に

よって無償収用 される.復 興事業に必要な公

共用地の約7割 を無償収用 した土地区画整理

の手法は,住 民の負担によって全面買収方式

と同様の効果をもたらしたのである'6).

しか し,土 地利用 の更新 を促 した区画整理

事業の完成 は,零 細 土地利用権者 を駆逐 し東

京の都 市構 造を大 きく変化 させ た.復 興事業

の直前(1922年)と 直 後(1930年)を 比較

す ると,下 町(土 地 区画整理実施地域)の 人

口は,147万 人か ら119万 人へ と大幅 に減少

し,郊 外 人口 は143万 人 か ら289万 人へ と急

増 し,都 市の ドーナツ化 を促進 したのである.
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区画整理 は表通 り及 び準表通 りのみの市街地

を形成 し,従 来 の露地,裏 店 と称せ る消費的

客人即ち商品に対す る純需要者を排除 したの

である.さ らに狭小 な地面 に工夫 して建 て ら

れた家なので,実 に手狭 に建て込まれている

上に,高 価 な家賃 と敷金 を請求 され るとあっ

て,住 民 たちは郊外へ と移転するようになっ

た.そ の一方で,大 会社,中 堅商店主な どに

よる土地利用更新が急速 に進行 した。つま り

関東大震災復興計画 は,経 済成長 と都市 の基

盤 となる道路整備 を 目的 としつつ,都 市 の肥

大化 に対 して工業,商 業,住 宅地域の都市機

能の地帯分化 を促 したのである'7)e

第4節 戦災復興計画

戦後,戦 災に よって被災 した都市 を復興す

る計画は,東 京 や大 阪,名 古屋,神 戸な ど全

国115都 市が,戦 災復興 を管掌す る戦災復興

院 によって戦災都 市 に指定 され,「 戦災地復

興計画基本方針」が閣議決定される(1945年).

「戦災地復興計画基 本方針」 では,過 大都市

の抑 制 と地方中小都市 の振興 を謳い,被 災都

市 の戦災復興 土地 区画 整理(当 初計 画1億

8000万 坪,再 検討計画8500万 坪)が 計画 さ

れた.戦 災復興 土地区画整理事業は,関 東大

震災の復 興事業 のため に立法化 し(1923年 に

いったん廃止),そ の後 に復 活適用 した 「特

別都 市計画法」 を根拠 法 としている。その基

本 的性格 は,「 被 災市街地 を土地 区画整理事

業 によって街区 を整え,公 園や幹線道路な ど

の公共施設 を整備する事 業」 である.市 街地

整備 と幹線道路 や公園な どのインフラス トラ

クチ ャーを同時 に進める一石二鳥の手法であ

った.神 戸市の戦災復 興事業 で重要 な役 割を

果た したのが,原 ロ忠次郎(当 時の神戸市長,

復興本部長)で あ った.原 口は,戦 前の内務

省の土木技術者であ ったが,満 州国の国土計

画 に必要 な人物 と して満州に招聰 される.満

州 国の国土計画 は,産 業立地計画 とそれ を支

えるための基盤整備 として建設事業計画か ら

成 っている.さ らに建 設事業計画は,鉄 道 ・

道路建設,河 川,都 市計画及 び建築活動か ら

構成 されていた.こ れ らの建設事業 を行 うに

は,優 秀 な技術者 ・プランナーが必要であ り,

満州 国側 は技術者 ・プランナーを関東軍 を通

じて 日本の内務省 に指名 したが,そ の うちの
一人 が原口忠次郎であった18)。原口の満州で

の体験が,戦 後 の神戸市の都市づ くりに決定

的な影響 を与えた ことは,次 の ような彼の回

想録 か らもうか がえ る.「 在満六年 ……私の

後半生 を支配する ような幾多 の貴重 な経験 を

積み 重 ね る こ とが で きたの は確 か だ」19).

「私の頭 の中には新 京の都 市計画 の思 い出が

あった.私 の 目には焼 け野原 と化 した神戸の

町が満州の荒野 に映った.(中 略)私 の持 っ

ている技術 と経験 のあ りったけを満州 に続い

て この 神 戸 につ ぎ込 も う と考 え た の で あ

る。 … 戦災 とい うわざわいを転 じて福 と

なす 、いまこそ神戸 という都市 を,生 まれ変

わ らす絶好のチ ャンス。 … どうせや るな

らただ復興す るだけではお もしろ くない。焼

け跡 に新 しい神 戸 を造 ってやろ う」20)と 「復

旧 より復興」 の都市づ くりを推進 してい く.

神 戸 市 は,市 街 地 面 積 の7割 に 当 た る

2240haを 戦災復興土地 区画整理事業 区域 に

指定 し,他 都市 をぬ きんでて戦災復興計画の

ほ とん ど を実行 す る。復 興 計画 の 目的 は,

「個人 的,村 落的な古来か らの通路 あ るい は

街路 等の狭小なために生ず る近代都市的弊害

を,こ の戦災 を契機 として根 本的に区画整理

して 除去」 し,「 中央東西幹線 を計 画 して産

業交 通の利便 をはかる と共 に … 土地の立

体的使用 を考慮 して,将 来の高層 ビル街の建

築敷地造 成 に力 をそ そ ぐ」 こ とであった21〕.

土地 区画整理事業は,道 路建 設のために住民

か ら宅地 の一部 を無償収容 し,「 公 共減歩率

は全 市平均 して25%」22)で 大 きな住民負担 を

伴 った.こ の事 業に よって 「地価が上 が る」

「便 利 になる」「街が活性化す る」 と宣伝 され

たが,実 際 は神戸市の言 い分 とは反対 に,国

道43号 線 な ど主 要幹線沿 いのイ ンナー シテ

ィ地域は,大 量の 自動 車道路 による排気 ガス

や騒 音,振 動 などの環境悪化 によって住民の

流出が相次 ぎ,そ こで しか生活で きない低所

得者 層や高齢者の滞留 と,零 細 自営業者の経

営 を悪化 させ,イ ンナーシテ ィ問題 の温床 を

形成 したのであ る.こ の復興事業は,陣 頭指

揮 をとった元神戸市長宮崎辰雄や,大 震災復
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興 を担った元神戸市長笹 山幸俊 などテクノク

ラー トを養成する基盤 となった.

以上,近 代以降の 日本 の都市づ くりは,国

家神道,教 育勅語,徴 兵制度,地 方 自治制度

な どに よ り,国 民 に滅私奉公 の精 神 を強い,

国民が 自分 たちで地域 づ くりや 自治 を実践す

る機会 も能力 も奪 ってお きなが ら,「公共性」

を担 えるのは国家である との高権的思想の も

と,富 国強兵 ・殖産興業 ・文 明開化 を推進す

べ く,「 人間が暮 らす都市」 を経済成長のた

めの物 的な空間 と して計画 し実践 して きた.

この よ うに近代 以 降の 日本の都 市づ くりの

「伝 統」であ る近代 的土木 ・建 築技術 にもと

つ く都市計画高権 と都 市 を物 的空 間として計

画す る思想 は,多 分 に戦後 も継承 されてい る

こ とは否定で きない.戦 後 の憲法 など人権 と

民主主義的諸制度 などに よる断絶 を有 しつつ

継承 されてい く.

第 ぎ葺雛蔭轟 ・淡銘大縫災みミ「創造的復興」

兵庫県 に よれば 「創造的復興」 とは,「 従

来の考 え方 を越 えた都市基盤 の整備 とそれを

活用 した コミュニティ形成のモデル地域 をめ

ざし,復 興 にあたって重要なこ とは,単 に1

月17日 以前 の状 態 を 回復 す るだ けで な く,

新 たな視点 から都市 を再生す る 「創造的復興』

を成 し遂げ るこ とである.そ のため,「 兵庫

2001年 計画』の総合的点検 において示 された

「21世紀初頭の新 たな兵庫の創造 についての

基本 的な考 え方』 と 『被災地域 の長期 ビジ ョ

ン』の うえ にたって,関 西 国際空港開港,大

阪湾ベ イエ リア整備,明 石 海峡大橋建設等 に

よ り世界都 市 関西 の形成 が期待 され るなか,

阪神 ・淡路の文化 的特性 を活 か し,新 しい都

市文 明の形成をめざす」23)ものであった.神

戸市の復興 計画 も,多 国籍企業の国際競争力

強化 と経済成長 を重視 した 「神戸市基本構想」

(1993年)と 「第4次 神戸市基本計画(暫 定

版)1994年 」 を もとに立案 され た.兵 庫県,

神戸市の 「創造 的復興」は,グ ローバル経済

化 の進行 にともない新たに必要 とされる都市

基盤(神 戸空港,医 療産業都市,15m水 深の

高規格バース,高 層再開発 ビルな ど)を 整備

し,世 界都市関西の形成 に参 画する都市づ く

りを目標 としていた.そ の具体 的な政策が,

大震災の1ヶ 月後の港湾計画決定であ り,2

ヶ月後 の都市計画決定,そ して神戸空港,医

療産業都市 な ど震災復興 とは直接関係のない

大 プロジェク トであ った.神 戸港 開発6,700

億円,区 画整理事 業2,400億 円,再 開発事業

3,540億 円,神 戸空港(関 連事業含む)1兆

円,中 央市民病 院移転400億 円で計23,040億

円にも達す る.

都市 の復興 においては,誰 がいつ どの よう

に都市計画 を行 うかが,被 災者が一刻 も早 く

元の暮 らし(生 活,営 業,労 働)を 再建で き

るかの鍵 を握 ってい る.だ が行政が,都 市計

画 を一方的 に決定 した ことは,行 政 と地域住

民 との話 し合い による合意の前提を破壊 し被

災者 の暮 らしの復 興 を遅 らせ る こととなっ

た.行 政側 の言い分 は,2ヶ 月で建築基準法

に もとつ く建 築制 限の期 間が過 ぎて しまい,

住民が細 い道路 を拡幅せずに,バ ラバ ラな建

物 を立て防災街づ くりがで きない というもの

であった.だ が大震災後のち ょうど2ヶ 月後

に被災地市街地復興特別措置法が成立 し,バ

ラバ ラな建築 を防 ぐ規制 は,こ の法に基づ き

最長2年 間か けるこ とがで き,住 民 との話 し

合いに よって都市計画す ることがで きたはず

である.計 画決定 された地域 内では,建 築が

制 限され換地手続 きが済 まない と被 災者 は住

宅 などを再建 で きず,も と住 んでいた地域 に

戻 れ な い 。 神 戸 市 の 区 画 整 理 事 業 地 域

(143.2ha)は,5年 経過 して も自分 の土地が

確定せず,住 宅再建がで きない人が5割 近 く

に達 してい る24).計 画決定 された再 開発計画

(26ha)も,大 震災10年 を前 にした時点で も,

約40棟 の再 開発 計画事業 の うち完成 してい

るのは6割 程度であ る.さ らに新長田駅前地

区再開発事業(20。lha)の ように大規模な開

発のため過剰投資 とな り空 き店舗が相次 ぎ採

算が取 れず財 政負担 を余儀 な くされてい る.

計画地域 は,広 い道路 と高層 ビル,規 格化 さ

れた住宅の建設が進んだが,被 災者 が自主的

に住宅を再建す ることがで きず,零 細 な地権

者や借家人 は街か ら追い出 され自営業や零細

企業は駆逐 され,被 災地の人ロ減少 と地域社
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会 と地域経済の活力 を弱 めてい る.

本来,復 興 において最 も重視 される課題 は,

空港や道路,都 市計画,高 層の再 開発計画で

はな く,福 田徳三が 関東大震災復興 において

強調 した 「人間の復興」であ る.福 田によれ

ば,「 復興事 業の第 一 は,人 間の復興で なけ

ればならない」.「人間の復興 とは,大 災によ

って破壊せ られた生存の機会の復興 を意味す

る.今 日の人間 は,生 存 す る為 に,生 活 し,

営業 し労働 しなければな らない.即 ち生存機

会の復興は,生 活,営 業及労働機会(此 を総

称 して営生の機会 とい う)の 復興 を意味す る.

道路や建物 は,こ の営生の機 会を維持 し擁護

する道具立 てに過 ぎない.そ れ らを復興 して

も,本 体 た り実質 たる営生の機会が復興せ ら

れなければ何 にもな らないので ある」25>。阪

神 ・淡路大震災 にお いて も,生 存の基盤であ

る住宅や営業所の倒壊 と,営 業 ・労働機会の

喪失 こそ生活困難の要 因であったか ら,住 宅,

営 業所 の再 建 と労働 機 会の復興 が求 め られ

た。 だが住宅の再建で は,私 有地内での仮設

住宅建設は 「私有財産の形成」につなが るか

らと被災地 内で住 まい営業することが困難 と

なった.地 元か ら遠 くはなれた仮設住宅や災

害公営住宅,そ して住宅再建 に制約がかか る

都 市計画 決定,住 宅 再建 の ための公的支援

(国 による現金 給付 な ど)の 法 制度の欠落,

さらに被災地か ら遠 く離れた仮設工場 などの

施策 によって,長 年,同 じ地域 で暮 らし,取

引や仕事 を融通 し合 うな どコミュニケーシ ョ

ンを通 じて育 まれ た信頼 と互恵性の関係性が

脆弱化 したことが,被 災地の復興 を遅 らせた

要 因であろ う.

さらに災害は,複 雑で多様 な被害 をもた ら

す ので,被 災者 の 「人 間復興 」のためには,

当該 自治体の責任者が,被 災者の悩 みや苦 し

み に心をかたむけ,何 を求めてい るかを把握

し,的 確 に対処す る 「現場主義」が求め られ

る.だ が大震災直後,当 時の神戸市長 は被災

現場 に姿 をみせず本庁で指揮 をとっていた と

いう.確 か に自治体の長は,住 民に近い存在

でない と民意 をつかみに くい.ま して震災 と

いった重大事であ り,被 災 の実情を 目で確 か

め肌で感 じ,市 民の苦悩 を知 り,そ れに応え

生かす のが心 の通 った政治であ るだろ う26).

このような都市行政の官僚主義は,住 民の

意思やニー ズか ら乖離 し,投 じた資金 と施策

の割には被災者の救済 と復興には効果 的で は

な く,ひ いては住民の行政 に対する信頼 を失

わせ ることになった.以 上の ように 「創造的

復興」 は,道 路,港 湾,空 港な どの物 的イン

フラの 「創造」 を進めたが,生 活や営業の復

興や創造 においては見 るべ きものはなか った

のである.

日本の近代 の都市計画 は,台 湾,満 州 など

の植民地 において,当 時の最先端 の技術や計

画が実践 され,そ の経験や ノウハ ウが後藤新

平な どの人材 を媒介 として関東大震 災の復興

計画,そ して戦災復興計 画 に引 き継が れた。

さらに植民地の都市計画 に携 わった原口患次

郎が,戦 後の神戸市復興計画の陣頭指揮 を取

り,そ の弟子 とも言 える笹山幸俊が戦災復興

計画 の経験 の もとで,阪 神 ・淡路大震災の復

興計画 において大規模 な土地 区画整理や再開

発計画 を実践 してい く。 この ように関東大震

災後 の復興計画で,は じめて導入 された市街

地での土地区画整理の方式は,神 戸市の原口

忠次郎や宮崎辰雄,笹 山幸俊 な どの テクノク

ラー トを媒介 として,神 戸市 の戦災復興や阪

神 ・淡路大震 災での大規模 な区画整理へ と受

け継がれているのである。だが戦後の神戸 の

都市 づ くりは,戦 後 の憲法 や地方 自治制度、

農地改革、財閥解体な ど一連 の民主的改革 に

み られ るように、戦前 との断絶 の側面 も無視

で きない。 た とえば1951年 の港湾 法の施行

によって、神戸市長が港湾管理権 を取得 し、

民主的港湾行政 を行なえる条件が整備 された

ことである。 さらに大 震災 の復興政策 におい

て、憲法を被災者の暮 らしに生かすべ く、世

論や運動 に よって市民 立法 による 「生活再建

支援法」 や、被災者のための災害公営住宅 な

どをつ くらせ た。 とはいえ、連続面 として重

要な点は、戦時期 においては、戦争遂行 とい

う目的のために土地、水、労働力な どあ らゆ

る資源 を総動員す ることであったが、戦後 は

経済成長 という目的のために、災害復興 もそ

の発想 の延長線上に よって、 あ らゆ る資源 を

総動員す る体制であった という共通点を有 し
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て い る 。

以 上の ように近代 的都市形成 に決定的な役

割を果たす都市計画は,あ る意味で戦前 との

連続 性 を有 していたのであ った.神 戸市 は,

戦前,戦 後 を通 じて近代 的都市計画 と土木技

術 の フロ ン トランナーであ り,そ れ らの技衛

やノ ウハ ウは,経 済成長の基盤 としての物的

計画 と物 的施設の整備 を 目的 と していた.だ

が官僚主義 による 「物」 中心 の都市行政の論

理は,被 災者の 「もと暮 らしていた街 にもど

り生 活や仕事 を再建 したい」 という生活者の

要求 やニ ーズ論 理 と乖 離 し,そ の ことが復

旧 ・復興 を遅 らしたのであろ う.

以上,国 や被災 自治体が,人 聞が住 まう都

市 を,経 済成長の ための 「物 的」空 聞 と見な

しいかに して 「創造的復興」 を立案 し実行 し

て行 ったかを,近 代以降の 日本 の都市づ くり

の特徴 を踏 まえ,関 東大震災,戦 災復興,阪

神 ・淡路大震災後 の都 市復興 の事例 によって

検証 して きた.現 在,東 京 をは じめ とした 日

本の大都市 は,「 創造都市 」の理念 を掲 げて

い るが,阪 神 ・淡路大震災 の 「創造 的復興」

を検 証する限 り,地 域の文化 や伝統 、そ して

人間 どうしの信頼 を重視す る創造都市論 と乖

離 し,グ ローバ ル経済下における都市 間競争

に優位 に立つべ く,大 規模 な開発型 の都市づ

くりに他 な らなかった.そ れでは日本 におい

て真 の創造 的都市づ くりに必要 なこ とは何な

のか,そ のこ とを次に検証 しよう.

舜 ㌢ 、 、 惹 ズ

第1節 創造と学習

野中郁次郎 ・竹内弘高 によれば,創 造 とは,

新 しいアイデァ と同 じくらいアイデアル(理

想)を 創 るこ とであ り,創 造的革新の本質 は,

ある理想 や ビジ ョンに従って世界を創 り変 え

ることであ るとい う27).野 中 らは,企 業の競

争力の強化 のために知識創造性が求め られて

お り,そ のためには新 しいアイデアや企業の

アイデ ンテ ィティが必要である との文脈で理

想 を問題 としている.だ が筆者 は,企 業の競

争力強化 とい う観点ではな く,個 人やさまざ

まな団体 や企業,自 治体な ど目的の異 なる組

織 を有す る都市や国づ くりにおいて,過 去の

失敗や経験か ら深 く学び教訓を引 き出 し考え

抜かれた創造性や理想 を問題 としている.そ

の ことを考察す るため に,創 造的都市の提 唱

者であるチ ャー ルズ ・ラ ンドリーや学習理論

を提起 したN.ウ ィーナーの議論に注 目す る

ことに しよう.

チ ャールズ ・ラ ン ドリーに よれば,創 造性

は学 習過程 で あ る とい う.「 創造性 は個人,

組織 または都市 に属す ると思われる特性に依

存す るが,特 性 は偏見の ない方法で物事 を考

えることに基礎 をお く機知に富 んだ問題解 決

の能力 であ り,知 的 なリス クをとる気質であ

り,問 題への新 しい実験的なアプローチであ

り,そ して決定的 なの は,反 省す ることがで

きる能力であ り,創 造や再創造 を導 く学習の

サ イクル をつ くりだす能力 であ る」28).ラ ン

ドリーの主張す る創造性 にとって不可欠な概

念 であ る学 習 は,N.ウ ィーナ ー によれ ば,

「新 たな経験 や行動 の結 果 を神経組織 に よっ

て脳 に伝達 し,そ れ を過去の経験や行動の総

括である記憶 と照合 して,変 化する環境に適

応すべ く新 たな判断 と行動 を創造する営みで

ある」29)と定義 される.N.ウ ィーナーは,学

習 を個 人 レベ ルで把握 したが,こ こでは学習

を社会や国家 レベ ルで考察することを課題 と

している.そ の理 由は,日 本 とい う国は,戦

前,戦 後,度 重 なる大災害 を経験 しているに

もかかわ らず,社 会や国 レベルで学習がな さ

れず,そ の失敗の教訓が活かされず同 じ過ち

を繰 り返 しているか らだ.

その要 因は,第1に,日 本 において民主主

義 と政治的権利が十分 に機能 していないとい

う問題が ある.ア マ ルテイ ア ・セ ンは,「 民

主主義 と政治的権利が機能すれば,飢 謹その

他の経済 的な惨事 を防止す ることがで きる」

と主張 した.な ぜ な ら 「自らは飢鰹(そ のほ

かの経済的惨禍)の 影響 を受けることが滅多

にない独裁 的支配者 は,防 止策 を適時に実施

す る動機 を欠 きがちである.そ れと対照的 に,

民主主義下 の政権 は選挙 に勝 たなければなら

ず,飢 饒やそれ に類 した破滅的事態 を避ける

方策 を講 じる強い動機 を持 っている」30)か ら

だ。た しか に関東大震災では,天 皇制絶対主
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義国家の もとで国民の 自由や権利 は制限され

ていた し,戦 後 も憲法な どの法 ・制度によっ

て建 前 と して の民主 主義 は保 障 されて い る

が,国 民 の中にひと り一人の 自由や個性,人

権 を尊重す るマイ ン ドが根づ くには,人 権や

民主主義の伝統が未成熟 であった ことは否め

ない.

第2に,日 本社 会が利害 に よって分裂 し,

個別利害 によって物事 を判 断 し行動す る偏狭

さや歪みが,社 会 レベルでの学習の障害 とな

っているこ とであ る.地 震や戦争な ど大災害

の復 旧 ・復興 において,住 民の生命 と暮 らし

の再建 よ りも,危 機管理 や物的 インフラス ト

ラクチャー の早期の復旧 と 「創造的復興」が

優先 されるのは,政 治家 や官僚 と密接 なつな

が りを もつ大手土木建設業 な ど開発 関連企業

の利益獲得 の機会 と,ト ップ ・ダウ ン方式 の

都市計画や土木技 術 を担 う技術者の活躍で き

る機会が増すか らである。社会 レベ ルでの学

習 には,こ の ような個別利害の評価や利権 で

はな く,被 災者の 「人権 の保障 を社会の便益

として高 く評価 し,こ の便益の実現 には,ど

の水準の費用負担 が適切 かを考察す る社会 的

評価」3')が求め られる。 この社会的評価 のた

めには,公 正 な科学者や専門家 による評価 と,

その評価内容や情報 の公 開,そ して人権感覚

や民主主義 に習熟 した住民の政治過程へ の参

加が必要であ る.す なわち民主主義 と人権,

個性 が尊重 される社 会的雰囲気 と,そ れ らを

保障す る政治,経 済,社 会 システ ムの確 立,

社会的な評価 と公正 で専門 的な第3者 機 関,

情報公開 と住民の政治過程への参加 こそ,個

別利害 による社会 的分裂状態 を克服する道で

あろう.

第2節 伝統と創造

鶴見和子 は,国 民 国家 を単位 とす る近代化

の発展 を批 判 し,地 域 と住民 を単位 とした内

発的発展 論 を提起 した.こ れは,地 域 の小伝

統の中に,現 在人類が直面 している困難 な問

題 を解 くか ぎを発見 し,古 くか ら伝わる伝統

の型 を,新 しい状況か ら生 じる必要 によって,

旧いもの を新 しい環境 に照 らし合わせ てつ く

りかえ,そ うす るこ とによって,多 様 な発展

の経路 をきり拓 く,伝 統 の再創造 の過程であ

る.社 会の伝統 とは,あ る地域 または集団に

おいて,世 代か ら世代へ わたって継承 されて

きた型(構 造)で あ る.第1は,衣 ・食 ・住

に必要なすべ ての もの をつ くる技術の型であ

る.第2は,世 代 か ら世代 に継承 されて きた

社会関係の型である.た とえば,家 族,村 落,

都市,村 と町 との関係の構造 等が含 まれる.

第3は,意 識構造 の型 である,世 代か ら世代

へ継 承 されて きた考 え,信 仰,価 値観な どの

型が含 まれる32).日 本の都 市 における内発 的

発展(創 造)を 考察す る場合,日 本社会の伝

統 とは何かが明 らか にされねばならない。

野 中郁次郎 ・竹 内弘高 によれ ば,日 本 の知

的伝統 の最 も重要な特徴 的は,第1にF人 間

と自然への一体化」す なわち 「主客 一体」 で

あるという.こ れは,「 万葉集」 の 自然へ の

共感や,「 源氏物語 」の 自然 の変化 の美 しさ

(もののあ われ),「 新古今和歌集」 で表現 さ

れた繊 細 な情 感 な どに現 れてい る.第2に

「自他統一」 である.西 洋 で一般 的 な人間観

は,原 子的 ・自立 的であ り,自 己 と他者 の関

係は機械的で,事 物 を客観的な立場 か ら概念

化す るが,日 本 人は自己 を他者あるいは物 と

関係づ けることに よってそれ らを理解 しよう

とす る33)。

以上の 「主客一体」,「自他統一」 が,日 本

の知 的伝統であるこ とは,南 方熊楠 が洞察 し

ていたものである.南 方熊楠 は 「事 の学――を

提唱 し,「事」 とは,「 心界 と物 界 とが相接 し

て,… 心界 と物界 と雑 りて初 めて生ず る

はた らき」34)で あ る とい う.こ こで 「『心 』

は人の内なる精神の作 用(具 体 的には,感 じ

る,思 考す る精神のはた らき)で あ り,『 物』

とは外界の世界であ り,「事 』 とは,『 物』 に

触れた とき内面 に生 じる何 らかの想念(美 の

観念,意 志 や思 考)」35}で あ る.橋 爪博幸 に

よれ ば,日 本人が 「自然 との親密 さ」をもち,

そのた め繊細 な文化 を持 ち えた とす る持 論

を,南 方が ロ ンドン時代 にま とめた と考え ら

れる 『日本 のタブー システムについて』の要

約原稿 にみることがで きる とい う.そ のなか

で南 方は 「日本国民 の気風 といえる感情―遠

い祖 先 に とって神 聖 な場所 で あ った神 社や
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森,川,丘 陵,洞 窟な どと親密であ ること一

こういった感情 を,日 本 に根づいていた タブ

ーシステムが強力 に後押 しし,そ のことが 日

本 の文学 を創立せ しめた.そ の文学の繊細 さ

において,極 東の地 で匹敵するものはない」36)

と記 している.人 々が,森 羅万象の妙 なる世

界 の一端 に触 れた と き,森 羅万象 の世界 は,

もはや 自分 とは関係 のない客観的な世界 では

あ りえない.『 心』 と 『物 』が融合 し共有 し

ている」37).

南方の 「事の学」でいう日本 固有の文化 は,

季語 な ど自然 を対象 とした俳句や,文 学,絵

画,音 楽な どの芸術だけでな く,陶 器,木 工,

染物,彫 刻,建 築,金 属加工 など日本の伝統

的な手仕事 におけ る美 と技巧の結晶 となって

現 れているので はなかろ うか.柳 宗悦 は,民

衆 の手仕事がつ くりだす生活用品の中に美を

見 いだ したが,松 井健 は 「柳宗悦が民藝の手

仕事 や用 とい うときには,そ こにきわめて人

間的な人 ともの との交流がイメージされてい

る.そ れは,つ くられる もの について,美 に

ついて もそ うであ るが,あ る種対話の可能な

相手 として想定 されている」 とい う.た とえ

ば 「その土 地の鍛 冶屋 は,鍬 をつ くる場合,

畑 の土の堅 さや石 の混 じり具合,粘 りの強弱,

使 う人 の 身長 や 筋力 まで考 慮 した」.だ が

「機械 に よる大量生産 は,平 均 的な鍬 を安価

に提供 したか もしれ ないが,対 象 とす る土質

の差異 にこまか く対応す るこ ともで きなけれ

ば,個 々の使 い手 の快 適な使 い心地をかなえ

ることもで きず,修 理に よって使い続ける こ

とも困難 に して しまい,手 にな じむ とい うよ

うに表現 される,道 具 と人間との間で長い年

月かかってつ くり上げ られた精妙なインター

フェイス を完全 に葬 り去って しまった」38).

近代以降 の 日本 の 「伝統」 は,技 術の型 と

しては,手 仕事で な く機械生産 を重視 し,主

体 と客体 を分離 ・対立 させ た近代 自然科学の

方法論 に基づ く,近 代 西欧の土木技術 と都市

計画,社 会 関係の型 としては住民や地域 よ り

も国家 を主体 とした中央集権主義,意 識構造

の型 と しては 自主的 ・主体 的精神 ではな く,

強制 された滅私奉公の精神であった.そ れだ

か ら南方熊楠 は,日 本の伝統 と断絶 した形で

輸入 された近代 自然科学 の方法論を批判 した

のだ った.熊 楠 に よれ ば,「 自然科学 者 は,

天然 の森や 海 のなか の世界 を客観 的に観察

し,実 験室では反復可 能な実験 をし,そ の結

果 を記述 し体系化す る.そ れらの成果に よっ

て,物 体の運動や物 質の性 質に関す る豊富な

知識 の もとに工業技術 が発展 し,さ まざまな

道具 や機械が生み出 され,今 日それ らが,も

の にかかわるわれわれの生活 の幅 を際限な く

広げている.だ が実体 としてある物質のみを

扱 う自然科学者 は,天 賦の 『心性 の諸作用』

(思考や,想 像 その他 もろ もろの精神 のはた

らき)を 活用す る ことが で きない 『不具者』

である.な ぜ なら自然 を対象化す るだけでは,

個 々人の もつ 『心性 の諸作用』,た とえば 自

らが外 の世界 と交流 した ときに生 じて くる感

情や感動 とい った躍動 が,顧 み られることが

な くなって しまう」39)か らであ る.「 不具者」

とは,度 を越 した表現の ように思 われるが,

熊楠 は,西 欧の近代科学 を全否定 したのでは

な く,そ の成果 を活かす ために も,「 人」 と

「物 」 とが 交流,対 話 し,そ の交 わ りか ら,

人間が単 に知 ること以 上の 「事」が生 まれる

「事の学」 の大切 さを言 いたかったのであろ

う.ま してや都市 計画 にお いては,「 人」が

認識 し働 きかける対象が 「人が暮 らす都市」

であ るが ゆえに,自 然科学 の 「人」 と 「物」

との関係以上 に,人 間的なコ ミュニケーシ ョ

ンや感性,想 像力が求め られるのであろう.

本稿 は,日 本 の都 市づ くりの 「伝統」 と,

阪神 ・淡路大震災の 「創造的復興」 とを検証

することで,現 在の 日本 における 「創造都市」

の本質にアプローチ しようとした.近 代以降,

日本の都市づ くりは,そ れまでの 日本の伝統

を無視 して,富 国強兵 ・殖産興業 ・文明開化

のために西欧の科学 ・技術 を導入 した.特 に

日本の近代的都 市計画 においては,住 民の人

権 を無視 した植 民地 の都市計画や,大 震災 な

ど異常事態のなかで,都 市計画は国家が決定

す るという 「都 市計画 高権論」の もと,都 市

を 「人間が暮 らす」空 間 としてよりも,帝 国

の威信 を誇示 し,国 を リー ドする大企業や産

業のための 「物的」空 間 としてみなし 「創造」

して きた.阪 神 ・淡路大震災の復興 において
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も,都 市を経済成長のための 「物 的空間」 と

みな し,社 会 的弱者 は 「人間復興」か ら排 除

された.そ れゆ えこれか らの都 市づ くりは,

近代科学,技 術 を全否 定す るこ とで はな く,

その成果を活かす ために も,人 と人,人 と物

との交流や対話が重視 されねばな らず,そ の

中から困難 な課題 を克服する創造性が生 まれ

るので はなか ろ うか.そ の際,南 方熊 楠 の

「事の学」 や柳宋悦 の 「民 藝 と手仕事」の議

論 は参考 になるのではないか.

特 に強調 したいの は,都 市づ くりにおいて

は,都 市 自治体,住 民,企 業,各 種 団体な ど

が,相 互の対話や コ ミュニケーシ ョンを行 い

信頼 と互恵 関係 を築 くとともに,都 市政策 に

おける社 会的評価が行え るような行財政 シス

テムの構築 が必要であ る。なぜ な ら本来の創

造都市は,「 物」 を作 ることが 目的ではな く,

住民 と自治体 職員,科 学者,専 門家 などが,

住民が安心 して暮 らす ことがで きる持続可能

なコ ミュニティや まちづ くりを考 え工夫 し創

造す る過程 で,人 権や民主主義 に習熟する人

間 として発達す るこ とを課題 としているか ら

であ る。
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